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２ 出席者紹介 

 

 

 

３ 報告事項 

（１） 令和８年度臨床研修における募集定員上限について 

（２） 広域連携型プログラムについて 

 

 

４ 閉 会 
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 １ 令和８年度臨床研修における募集定員上限について 

 （１）令和７年度以降の臨床研修募集定員の見直しについて 

  ● 仮上限が直近年度の採用人数より少ない都道府県は、直近年度の採用人

数と「当該年度の募集定員上限×0.99」のうち少ない方の人数を募集定員上限

とする。 

  ● 各病院の募集定員を２名以上とするための最小定員保証を募集定員上限

の範囲内で行うよう改める。 

 

【募集定員の想定】 

＜令和７年度＞ 

令和７年度

仮上限 

（仮置き） 

（a） 

令和６年度 

募集定員上限 

（b） 

令和５年度 

採用人数 

（c） 

令和７年度 

募集定員上限 

（d） 

最小定員 

加算 

（e） 

令和７年度 

募集定員 

（f） 

（d＋e） 

激変緩和措

置 

（d－a） 

207 人 253 人 260 人 ≒250 人 0 人 253 人 46 人 

 

 

 

 

＜令和８年度想定＞ 

令和８年度

仮上限 

（仮置き） 

（a） 

令和７年度 

募集定員上限 

（b） 

令和６年度 

採用人数 

（c） 

令和８年度 

募集定員上限 

（d） 

最小定員 

加算 

（e） 

令和８年度 

募集定員 

（f） 

（d＋e） 

激変緩和措

置 

（d－a） 

207 人 253 人 261 人 ≒250 人 0 人 ≒250 人 43 人 

 

 

 

 

【国の検討状況】 

 ・令和４年 12 月２日 第１回医道審議会医師分科会医師臨床研修部会 

            →医師臨床研修制度に係る見直し案が示される。 

・令和５年３月 27 日 第３回医道審議会医師分科会医師臨床研修部会 

・     10 月４日 第３回医道審議会医師分科会医師臨床研修部会 

・     12 月１日 第４回医道審議会医師分科会医師臨床研修部会 

            →令和７年度の募集定員上限案が示される。 

 

【府の対応】 

・令和５年３月 17 日 令和７年度臨床研修定員について厚生労働省に要望 

・     ８月 24 日 臨床研修制度について厚生労働省に要望 

・      12 月 19 日 令和７年度以降の臨床研修医定員について厚生労働省に

要望 

           →結果、見直しによる減少分（３名）を取り戻す。 

◎令和８年度臨床研修における募集定員上限について 

加算なし 
少ない方 

（b×0.99） 要望により 

253 名 

３名減少 

の見込み 
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・令和６年１月 16日 第６回京都府地域医療支援センター運営会議 

            →最小定員保証の取扱い等について議論 

・    ３月 11 日 第 41 回京都府医療対策協議会 

            →令和７年度は府独自に枠内で最小定員保証を行うこ

ととした。 

・    ６月 24 日 第７回京都府地域医療支援センター運営会議 

 

（２）広域連携型プログラムの開始について 

【プログラム内容】 

令和８年度開始の臨床研修から、医師多数県の募集定員上限のうち一定割合

を、医師少数県等の臨床研修病院で半年間程度研修を行うプログラムの募集定

員に充てる。 

 

【示された方針案】 

● 医師多数県のうち、募集定員上限に占める採用人数の割合（採用率）が全国平

均以上の都道府県（※）に所在する基幹型臨床研修病院を派遣元の対象とす

る。（※）東京都、京都府、大阪府、岡山県、福岡県 

● ※の都道府県の募集定員上限の５％程度及び激変緩和措置による加算分の一

部をプログラムの定員に充てることとする。 

● 採用率が全国平均以下の医師中程度県の医師少数区域又は採用率が全国平

均以下の医師少数県に所在する協力型臨床研修病院を派遣先の対象とする。 

● 派遣期間は 24 週程度とする。 

 

【国の検討状況】 

・令和５年 10 月４日 第３回医道審議会医師分科会医師臨床研修部会で広域 

連携型プログラムの案が示される。（参考資料 P.1～2） 

・令和６年３月 25 日 医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書 

－医師臨床研修制度の見直しについて－が発表される。 

（参考資料 p.3～6） 

・     ３月27日 第３回医師養成課程を通じた医師の偏在対策等に関する                

                  検討会（参考資料 P.7～8） 

・        ６月予定  第１回医道審議会医師分科会臨床研修部会 

・        1 2 月 頃  医道審議会医師分科会臨床研修部会で令和８年度臨床 

研修の各都道府県の募集定員上限を決定 

 

【府の対応】 

・令和５年 12 月 19 日 広域連携型プログラムについて厚生労働省に要望 

・令和６年３月 21 日 広域連携型プログラムについて厚生労働省と１回目の 

ヒアリング 

・    ４月 18 日 広域連携型プログラムについて厚生労働省と２回目の 

ヒアリング 

・     ５月 21 日 広域連携型プログラムについて厚生労働省と３回目の 

ヒアリング 

・         ６月４日 広域連携型プログラムについて知事から厚生労働大臣          

に要望 

・        ６月 24 日 第７回京都府地域医療支援センター運営会議 
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２ 議論いただきたい点 

令和８年度臨床研修における募集定員上限について 

 

＜論点＞ 

・令和８年度臨床研修における募集定員の配分について 

（募集定員の３名減少について、最小定員保証について） 

・広域連携型プログラムに係る意見について 
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京都府地域医療支援センター設置要領 
 

（趣旨） 

第１条 京都府内の行政、医療従事者を養成する大学、医療機関並びに医療に関する機関 

及び団体等が連携して、医師確保困難地域における医師の確保・定着・循環のシステム 

化、各々の医師に応じたキャリア形成支援及びコーディネートを行うこと等により、府 

内の地域医療の安定的な確保を図るために、京都府地域医療支援センター(以下「セン 

ター」という）を設置する。 
 

（事業） 

第２条 センターは、前条の趣旨に従い、次の事業を行うものとする。 

(1)医師が府内の多様な地域での勤務を経て、キャリアアップできる循環的なシステム 

や魅力あるキャリアパスモデルの検討 

(2)医師一人ひとりの経験年数や専門性等に応じたキャリア形成支援 

(3)医師不足状況にある病院への医師のコーディネート 

(4)医師等に対する情報発信やネットワークづくり 

(5)医師の研修制度に関する検証 

(6)その他地域医療の確保に必要な事業 
 

（組織） 

第３条 センターに、センター長並びに運営会議及び事務局を置く。 

２ センター長は、センターの運営を総括し、任期は２年とする。ただし、再任は妨げ 

ない。 

３ 運営会議は、センターが行う事業の効果的かつ円滑な実施のために、具体的な検討・ 

調整等を行う。 

４ 事務局は、センターの庶務を処理する。 
 

（運営会議） 

第４条 運営会議は、次に掲げる機関や団体等から構成する。 

(1)京都大学医学部及び京都府立医科大学 

(2)臨床研修指定病院、特定機能病院、地域医療支援病院、へき地医療支援病院等の医 

療機関 

(3)医療に関する機関及び団体等 

２ 運営会議は、必要に応じて専門的知識を有する者から意見を聞くことができる。 

３ 運営会議には、専門の事項を協議するために、部会を置くことができる。 
 

（その他） 

第５条 この規約に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、別に定め 

る。 
 

 
附 則 この要領は、平成２３年６月２０日から施行する。 
 
附 則 この要領は、平成２９年８月２９日から施行する。 
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